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先月と同内容です。西日本フードサービスは6月末迄です。患者様方に
は、大変ご迷惑をおかけいたしますが、食事が必要な方は個々で365日
対応配達弁当サービスの契約を個々でお願い致します。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方の多くは、有効期限が2025年7月31日また
は8月31日となっています。また、健康保険組合の保険証の多くは有効期限がありませんが、その場
合は、2025年12月1日まで使用可能です。マイナンバーカードを持っていない方には、保険者より発行
される資格確認書で受診することができます。（現状の保険証の代わりになります。）

＜申請によらず交付する方＞
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
＜申請により交付する方＞
・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方（ご高齢の方、障害をお持ちの方など）であって、
資格確認書の交付を申請した方＜更新時の申請は不要＞

・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
＜更新時の申請が不要な方＞
・申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方（ご高齢の方、障害をお持ちの方など）
※ 75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方
（後期高齢者医療制度の被保険者）については、令和７年７月末までの間における暫定的な運用として、現行の
健康保険証が失効する方に対して資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、後期高齢者医療制度
の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。

マイナ保険証をお持ちの方で※で無い方は必ず申請してください。

【資格確認書について（重要・再掲載）】

厚生労働省：資格確認書について（マイナ保険証を使わない場合の受診方法）より作成

※「お弁当のはがくれ」さんは個々で契約が不可能でした。先月、掲載してしまい申し訳ありません。


